
墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）） 

改  正  案 現     行 
  
 （区民税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料） 

第１２条 前条第２項の認定を受けていない

区民税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申

告すべき納税管理人について正当な理由が

なくて申告しなかった場合においては、そ

の者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 （寄附金税額控除） 

第２０条 所得割の納税義務者が、前年中に

次に掲げる寄附金又は金銭を支出し、当該

寄附金又は金銭の額の合計額（当該合計額

が前年の総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額の１００分の３０に相

当する金額を超える場合には、当該１００

分の３０に相当する金額）が２，０００円

を超える場合には、その超える金額の１０

０分の６に相当する金額（当該納税義務者

が前年中に第１号に掲げる寄附金を支出し、

当該寄附金の額の合計額が２，０００円を

超える場合にあっては、当該１００分の６

に相当する金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第１８条及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額

は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第

３号に掲げる寄附金並びに租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第４１条

の１８の２第２項に規定する特定非営利

活動に関する寄附金のうち、区内に主た

る事務所又は事業所を有する法人又は団

体に対するもの 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７

 〔同左〕 

 

第１２条 前条第２項の認定を受けていない

区民税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申

告すべき納税管理人について正当な理由が

なくて申告しなかった場合においては、そ

の者に対し、３万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２０条 所得割の納税義務者が、前年中に

次に掲げる寄附金又は金銭を支出し、当該

寄附金又は金銭の額の合計額（当該合計額

が前年の総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額の１００分の３０に相

当する金額を超える場合には、当該１００

分の３０に相当する金額）が５，０００円

を超える場合には、その超える金額の１０

０分の６に相当する金額（当該納税義務者

が前年中に第１号に掲げる寄附金を支出し、

当該寄附金の額の合計額が５，０００円を

超える場合にあっては、当該１００分の６

に相当する金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第１８条及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額

は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第

３号に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第４１条の１８

の３の規定により特定寄附金とみなされ

るものを含む。）のうち、区内に主たる

事務所又は事業所を有する法人又は団体

に対するもの 

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納



第２項に定めるところにより計算した金額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税義務者が前年中に支出した同項第１号に

掲げる寄附金の額の合計額のうち５，００

０円を超える金額に、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た金額の５分の３に相当する金額

（当該金額が当該納税義務者の第１８条及

び前条の規定を適用した場合の所得割の額

の１００分の１０に相当する金額を超える

ときは、当該１００分の１０に相当する金

額）とする。 

 ⑴ 当該納税義務者が第１８条第２項に規

定する課税総所得金額（以下この項にお

いて「課税総所得金額」という。）を有

する場合において、当該課税総所得金額

から当該納税義務者に係る前条第１号イ

に掲げる金額（以下この項において「人

的控除差調整額」という。）を控除した

金額が０以上であるとき 当該控除後の

金額について、次の表の左欄に掲げる金

額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる割合 
 

１９５万円以下の金額 １００分の８５ 

１９５万円を超え３３０万円
以下の金額 

１００分の８０ 

３３０万円を超え６９５万円
以下の金額 

１００分の７０ 

６９５万円を超え９００万円
以下の金額 

１００分の６７ 

９００万円を超え１，８００
万円以下の金額 

１００分の５７ 

１，８００万円を超える金額 １００分の５０ 
 

 ⑵ 当該納税義務者が課税総所得金額を有

する場合において、当該課税総所得金額

から当該納税義務者に係る人的控除差調

整額を控除した金額が０を下回るときで

あって、当該納税義務者が第１８条第２

項に規定する課税山林所得金額（以下こ

の項において「課税山林所得金額」とい

う。）及び同条第２項に規定する課税退

職所得金額（以下この項において「課税

退職所得金額」という。）を有しないと

き １００分の９０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （区民税に係る不申告に関する過料） 

第２５条 区民税の納税義務者が第２３条第

１項、第２項若しくは第３項の規定によっ

て提出すべき申告書を正当な理由がなくて

提出しなかった場合又は同条第７項の規定

によって申告すべき事項について正当な理

由がなくて申告しなかった場合においては、

その者に対し、１０万円以下の過料を科す

る。 

２・３ 〔略〕 

 （退職所得申告書の不提出に関する過料） 

第３６条の１０ 分離課税に係る所得割の納

税義務者が退職所得申告書を正当な理由が

なくて提出しなかった場合においては、そ

の者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 （軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第４４条 軽自動車等の所有者等又は第３７

条第２項に規定する軽自動車等の売主が前

条の規定によって申告し、又は報告すべき

事項について正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者

 ⑶ 当該納税義務者が課税総所得金額を有

する場合において当該課税総所得金額か

ら当該納税義務者に係る人的控除差調整

額を控除した金額が０を下回るとき又は

当該納税義務者が課税総所得金額を有し

ない場合であって、当該納税義務者が課

税山林所得金額又は課税退職所得金額を

有するとき 次のイ又はロに掲げる場合

の区分に応じ、それぞれイ又はロに定め

る割合（イ及びロに掲げる場合のいずれ

にも該当するときは、当該イ又はロに定

める割合のうちいずれか低い割合） 

  イ 課税山林所得金額を有する場合 当

該課税山林所得金額の５分の１に相当

する金額について、第１号の表の左欄

に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる割合 

  ロ 課税退職所得金額を有する場合 当

該課税退職所得金額について、第１号

の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

 （区民税にかかる不申告に関する過料） 

第２５条 区民税の納税義務者が第２３条第

１項、第２項若しくは第３項の規定によっ

て提出すべき申告書を正当な理由がなくて

提出しなかった場合又は第２３条第７項の

規定によって申告すべき事項について正当

な理由がなくて申告しなかった場合におい

ては、その者に対し、３万円以下の過料を

科する。 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３６条の１０ 分離課税にかかる所得割の

納税義務者が退職所得申告書を正当な理由

がなくて提出しなかった場合においては、

その者に対し、３万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４４条 軽自動車等の所有者等又は第３７

条第２項に規定する軽自動車等の売主が前

条の規定によって申告し、又は報告すべき

事項について正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者



に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

第５１条の６ たばこ税の申告納税者が正当

な事由がなくて第５１条の３第１項又は第

２項の規定による申告書を当該各項に規定

する申告書の提出期限までに提出しなかっ

た場合においては、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、区長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発した日から１０日以内とする。 

 （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

第５６条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由

がなくて前条の規定による申告書を同条に

規定する申告書の提出期限までに提出しな

かった場合においては、その者に対し、１

０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、区長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発した日から１０日以内とする。 

 （鉱産税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料） 

第５８条 前条第２項の認定を受けていない

鉱産税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申

告すべき納税管理人について正当な理由が

なくて申告しなかった場合においては、そ

の者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

   付 則 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第３条の６ 第２０条の規定の適用を受ける

区民税の所得割の納税義務者が、法第３１

４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲

げる場合に該当する場合又は第１８条第２

項に規定する課税総所得金額、課税退職所

得金額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中の所

得について、付則第８条第１項、付則第９

に対し、３万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第５８条 前条第２項の認定を受けていない

鉱産税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申

告すべき納税管理人について正当な理由が

なくて申告しなかった場合においては、そ

の者に対し、３万円以下の過料を科する。 

２・３ 〔略〕 

   付 則 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第３条の６ 第２０条の規定の適用を受ける

区民税の所得割の納税義務者が、同条第２

項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第１８条第２項に規定する

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額を有しない場合であって、

当該納税義務者の前年中の所得について、

付則第８条第１項、付則第９条第１項、付



条第１項、付則第１０条第１項、付則第１

２条第１項、付則第１３条第１項又は付則

第１４条の２第１項の規定の適用を受ける

ときは、第２０条第２項に規定する特例控

除額は、同項の規定にかかわらず、法附則

第５条の５第２項に定めるところにより計

算した金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る区民

税の課税の特例） 

第４条 昭和５７年度から平成２７年度まで

の各年度分の区民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第２３条

則第１０条第１項、付則第１２条第１項、

付則第１３条第１項又は付則第１４条の２

第１項の規定の適用を受けるときは、第２

０条第２項に規定する特例控除額は、同項

第２号及び第３号の規定にかかわらず、当

該納税義務者が前年中に支出した同条第１

項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のう

ち５，０００円を超える金額に、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める割合（当該各号に掲げる場合の２以上

に該当するときは、当該各号に定める割合

のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の

５分の３に相当する金額（当該金額が当該

納税義務者の第１８条及び第１９条の規定

を適用した場合の所得割の額の１００分の

１０に相当する金額を超えるときは、当該

１００分の１０に相当する金額）とする。 

 ⑴ 第１８条第２項に規定する課税山林所

得金額を有する場合 当該課税山林所得

金額の５分の１に相当する金額について、

第２０条第２項第１号の表の左欄に掲げ

る金額の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる割合 

 ⑵ 第１８条第２項に規定する課税退職所

得金額を有する場合 当該課税退職所得

金額について、第２０条第２項第１号の

表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる割合 

 ⑶ 前年中の所得について付則第９条第１

項の規定の適用を受ける場合 １００分

の５０ 

 ⑷ 前年中の所得について付則第１２条第

１項の規定の適用を受ける場合 １００

分の６０ 

 ⑸ 前年中の所得について付則第８条第１

項、付則第１０条第１項、付則第１３条

第１項又は付則第１４条の２第１項の規

定の適用を受ける場合 １００分の７５ 

 〔同左〕 

 

第４条 昭和５７年度から平成２４年度まで

の各年度分の区民税に限り、所得割の納税

義務者が前年中に租税特別措置法第２５条



第１項の規定による申告書（その提出期限

後において区民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第２４条第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の

売却に係る租税特別措置法第２５条第１項

に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由が

あると区長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る区民

税の所得割の額を免除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に規定する各年度分の区民税に限り、

法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第２３条第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５

条第２項第２号に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるときは、その者

の前年の総所得金額に係る区民税の所得割

の額は、第１５条から第２０条の２まで、

付則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項、付則第３条の５の２第１項及び前条

の規定にかかわらず、法附則第６条第５項

各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

第１項各号に掲げる売却の方法により当該

各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その

売却した肉用牛がすべて同項に規定する免

税対象飼育牛（次項において「免税対象飼

育牛」という。）である場合（その売却し

た肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以内

である場合に限る。）において、第２３条

第１項の規定による申告書（その提出期限

後において区民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第２４条第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）にその肉用

牛の売却に係る同法第２５条第１項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると

区長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る区民税の所

得割の額（第１５条第１項に規定する総所

得金額に係る区民税の所得割の額から、当

該事業所得がないものとして計算した場合

における同項の総所得金額に係る区民税の

所得割の額を控除した額とする。）を免除

する。 

２ 前項に規定する各年度分の区民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方

法により当該各号に定める肉用牛を売却し、

かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対

象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼

育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が２，

０００頭を超える場合の当該超える部分の

免税対象飼育牛が含まれている場合（その

売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に

該当しないものである場合を含む。）にお

いて、第２３条第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関

する事項の記載があるときは、その者の前

年の総所得金額に係る区民税の所得割の額

は、第１５条から第２０条の２まで、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１項、

付則第３条の５の２第１項及び前条の規定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 〔略〕 

 （上場株式等に係る配当所得に係る区民税

の課税の特例） 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第８条第１項の規定に

よる区民税の所得割の額」と、第２０条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに付則第８条第１項に規

定する上場株式等に係る配当所得の金

額」と、同項前段、第２０条の２、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに付則第８条第１項

の規定による区民税の所得割の額」と、

第２０条第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第８条第

１項の規定による区民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

 

にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と

することができる。 

 ⑴ 租税特別措置法第２５条第２項第１号

に規定する売却価額の合計額に１００分

の０．９を乗じて計算した金額 

 ⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号

に規定する事業所得の金額がないものと

みなして計算した場合における前年の総

所得金額につき、第１５条から第２０条

の２まで、付則第３条の３第１項、付則

第３条の５第１項、付則第３条の５の２

第１項及び前条の規定により計算した所

得割の額に相当する金額 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

８条第１項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに

付則第８条第１項に規定する上場株式等

に係る配当所得の金額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第８条第１項の規定による区

民税の所得割の額」と、第２０条第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び付則第８条第１項の規定によ

る区民税の所得割の額の合計額」と、同

条第２項及び付則第３条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに付



 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区

民税の課税の特例） 

第９条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第９条第１項の規定に

よる区民税の所得割の額」と、第２０条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに付則第９条第１項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、同項前段、第２０条の２、第２０条

の３第１項、付則第３条の３第１項、付

則第３条の５第１項及び付則第３条の５

の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに付則第９条第１項の

規定による区民税の所得割の額」と、第

２０条第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び付則第９条第１

項の規定による区民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

４ 〔略〕 

 （長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例） 

第１０条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

則第８条第１項の規定による区民税の所

得割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第９条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

９条第１項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに

付則第９条第１項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、同項前段、第

２０条の２、第２０条の３第１項、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１

項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第９条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第９条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び付則第３条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第９

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１０条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２



０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１０条第１項の規定

による区民税の所得割の額」と、第２０

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに付則第１０条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項、付則第

３条の５第１項及び付則第３条の５の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第１０条第１項の規

定による区民税の所得割の額」と、第２

０条第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第１０条第１

項の規定による区民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例） 

第１２条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１２条第１項の規定

による区民税の所得割の額」と、第２０

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに付則第１２条第１

項に規定する短期譲渡所得の金額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項、付則第

３条の５第１項及び付則第３条の５の２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１０条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１０条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、同項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項、付則第３条

の３第１項、付則第３条の５第１項及び

付則第３条の５の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１０条第１項の規定による区民税の所

得割の額」と、第２０条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

付則第１０条第１項の規定による区民税

の所得割の額の合計額」と、同条第２項

及び付則第３条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに付則第１０

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１２条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１２条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１２条第１項に規定する短期譲

渡所得の金額」と、同項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項、付則第３条

の３第１項、付則第３条の５第１項及び



第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第１２条第１項の規

定による区民税の所得割の額」と、第２

０条第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第１２条第１

項の規定による区民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の

課税の特例） 

第１３条 〔略〕 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１３条第１項の規定

による区民税の所得割の額」と、第２０

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに付則第１３条第１

項に規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、同項前段、第２０条の２、第

２０条の３第１項、付則第３条の３第１

項、付則第３条の５第１項及び付則第３

条の５の２第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに付則第１３条第

１項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第１３

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

付則第３条の５の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１２条第１項の規定による区民税の所

得割の額」と、第２０条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

付則第１２条第１項の規定による区民税

の所得割の額の合計額」と、同条第２項

及び付則第３条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに付則第１２

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１３条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１３条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１３条第１項に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１３条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第１３条第１項の規定によ

る区民税の所得割の額の合計額」と、同

条第２項及び付則第３条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１３条第１項の規定による区民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 



 （先物取引に係る雑所得等に係る区民税の

課税の特例） 

第１４条の２ 〔略〕 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の２第１項の

規定による区民税の所得割の額」と、第

２０条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに付則第１４条

の２第１項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」と、同項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項、付則第３条

の３第１項、付則第３条の５第１項及び

付則第３条の５の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１４条の２第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第１４条の２第１項の規定に

よる区民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る区民税の課税の特例） 

第１４条の４ 〔略〕 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

 〔同左〕 

 

第１４条の２ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の２第１項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに付則第１４条の２第１項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項、付則第

３条の５第１項及び付則第３条の５の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第１４条の２第１項

の規定による区民税の所得割の額」と、

第２０条第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１４条

の２第１項の規定による区民税の所得割

の額の合計額」と、同条第２項及び付則

第３条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに付則第１４条の２第

１項の規定による区民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１４条の４ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の



得割の額及び付則第１４条の４第１項の

規定による区民税の所得割の額」と、第

２０条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに付則第１４条

の４第１項に規定する条約適用利子等の

額」と、同項前段、第２０条の２、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに付則第１４条の４

第１項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第１４

条の４第１項の規定による区民税の所得

割の額の合計額」とする。 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の４第３項の

規定による区民税の所得割の額」と、第

２０条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに付則第１４条

の４第３項に規定する条約適用配当等の

額」と、同項前段、第２０条の２、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに付則第１４条の４

第３項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第１４

条の４第３項の規定による区民税の所得

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の４第１項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに付則第１４条の４第１項に規定す

る条約適用利子等の額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第１項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の４第１項の

規定による区民税の所得割の額の合計額」

と、同条第２項及び付則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の４第３項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに付則第１４条の４第３項に規定す

る条約適用配当等の額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第３項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の４第３項の



割の額の合計額」と、第２０条の３第１

項中「第１５条第４項」とあるのは「付

則第１４条の４第４項」とする。 

 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

６ 〔略〕 
        

規定による区民税の所得割の額の合計額」

と、同条第２項及び付則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第３項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と、第２

０条の３第１項中「第１５条第４項」と

あるのは「付則第１４条の４第４項」と

する。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

６ 〔略〕 
   

第２条による改正（墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年墨田区条

例第３０号）） 

改  正  案 現     行 
  
   付 則 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 区民税の所得割の納税義務者が、平成２

１年１月１日から平成２５年１２月３１日

までの間に支払を受けるべき新条例付則第

８条第１項に規定する上場株式等の配当等

を有する場合には、当該上場株式等の配当

等に係る配当所得については、同項前段の

規定により、上場株式等に係る課税配当所

得の金額（同項前段に規定する上場株式等

に係る課税配当所得の金額をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する区民

税の所得割の額は、同条第１項前段の規定

にかかわらず、当該上場株式等に係る課税

配当所得の金額の１００分の１．８に相当

する額とする。 

９～１４ 〔略〕 

１５ 区民税の所得割の納税義務者が、平成

２１年１月１日から平成２５年１２月３１

日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（平成２０年法律第２１号）第１条の

規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第３５条の２の６第

１２項に規定する上場株式等（以下この項

において「上場株式等」という。）の譲渡

（新条例付則第１３条の２第２項に規定す

   付 則 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 区民税の所得割の納税義務者が、平成２

１年１月１日から平成２３年１２月３１日

までの間に支払を受けるべき新条例付則第

８条第１項に規定する上場株式等の配当等

を有する場合には、当該上場株式等の配当

等に係る配当所得については、同項前段の

規定により、上場株式等に係る課税配当所

得の金額（同項前段に規定する上場株式等

に係る課税配当所得の金額をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する区民

税の所得割の額は、同条第１項前段の規定

にかかわらず、当該上場株式等に係る課税

配当所得の金額の１００分の１．８に相当

する額とする。 

９～１４ 〔略〕 

１５ 区民税の所得割の納税義務者が、平成

２１年１月１日から平成２３年１２月３１

日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（平成２０年法律第２１号）第１条の

規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第３５条の２の６第

１２項に規定する上場株式等（以下この項

において「上場株式等」という。）の譲渡

（新条例付則第１３条の２第２項に規定す



る譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第

３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場

株式等の譲渡をした場合には、当該上場株

式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当

する譲渡所得を除く。）については、新条

例付則第１３条第１項の規定により同項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の

うち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得

の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として地方税法施行令及び国有資産等所在

市町村交付金法施行令の一部を改正する政

令（平成２０年政令第１５２号）附則第７

条第１０項に定めるところにより計算した

金額（以下この項において「上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」という。）に対し

て課する区民税の所得割の額は、新条例付

則第１３条第１項の規定にかかわらず、上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の

規定により読み替えて適用される新条例付

則第１３条第２項の規定により読み替えて

適用される新条例第１７条の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の１．８に相当する金額とする。 

１６～１９ 〔略〕 

２０ 平成２０年４月１日から平成２５年１

２月３１日までの期間内に新条例付則第１

４条の４第３項に規定する所得割の納税義

務者が支払を受けるべき同項に規定する条

約適用配当等に係る同項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の５」とあるの

は「１００分の３」と、「１００分の３」

とあるのは「１００分の１．８」とする。 
        

る譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第

３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場

株式等の譲渡をした場合には、当該上場株

式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当

する譲渡所得を除く。）については、新条

例付則第１３条第１項の規定により同項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の

うち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得

の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として地方税法施行令及び国有資産等所在

市町村交付金法施行令の一部を改正する政

令（平成２０年政令第１５２号）附則第７

条第１０項に定めるところにより計算した

金額（以下この項において「上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」という。）に対し

て課する区民税の所得割の額は、新条例付

則第１３条第１項の規定にかかわらず、上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の

規定により読み替えて適用される新条例付

則第１３条第２項の規定により読み替えて

適用される新条例第１７条の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の１．８に相当する金額とする。 

１６～１９ 〔略〕 

２０ 平成２０年４月１日から平成２３年１

２月３１日までの期間内に新条例付則第１

４条の４第３項に規定する所得割の納税義

務者が支払を受けるべき同項に規定する条

約適用配当等に係る同項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の５」とあるの

は「１００分の３」と、「１００分の３」

とあるのは「１００分の１．８」とする。 
   

第３条による改正（墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２２年墨田区条

例第２２号）） 

改  正  案 現     行 
  
   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める日から

   付 則 

 〔同左〕 

第１条 〔同左〕 

 



施行する。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 付則第１３条の３の改正規定及び次条

第４項の規定 平成２７年１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 新条例付則第１３条の３の規定は、平成

２７年度以後の年度分の区民税について適

用する。 
        

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 付則第１３条の３の改正規定及び次条

第４項の規定 平成２５年１月１日 

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 新条例付則第１３条の３の規定は、平成

２５年度以後の年度分の区民税について適

用する。 
   

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中墨田区特別区税条例第１２条第１項の改正規定、同条例第２５条第１

項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）、同条例第３

６条の１０第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）、

同条例第４４条第１項の改正規定、同条例第５１条の５の次に１条を加える改正

規定、同条例第５６条の次に１条を加える改正規定及び同条例第５８条第１項の

改正規定並びに付則第３条の規定 平成２３年１２月１日 

 ⑵ 第１条中墨田区特別区税条例第２０条の改正規定 平成２４年１月１日 

 ⑶ 第１条中墨田区特別区税条例付則第４条の改正規定及び次条第２項の規定 

平成２５年１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の墨田区特別区税条例（以下「新条例」という。） 

第２０条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支出

する新条例第２０条第１項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。 

２ 新条例付則第４条の規定は、平成２５年度以後の年度分の区民税について適用し、

第１条の規定による改正前の付則第４条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る平

成２４年度分までの区民税については、なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第３条 この条例（付則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

において同じ。）の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

 


